
１割 ２割 ３割

３０８円 ６１６円 ９２４円 ２０分１回の場合

６１６円 １,２３２円 １,８４８円 ４０分の場合

９２４円 １,８４８円 ２,７７２円 １時間の場合

②加算料金（※負担割合２割の場合は２倍、３割の場合は３倍となります）

１８０円

２１３円

２７０円

短期集中リハビリテーション実施加算 ２００円

２４０円

５０円

退院（所）日、または訪問開始日から起算して
３月以内の期間に、リハビリテーションを集中
的に行った場合に算定（１週に２日を限度）

認知症短期集中リハビリテーション実施
加算

口腔連携強化加算

従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、
評価の結果を情報提供した場合に算定
（１月に１回に限る）

退院（所）日、または認定の効力が生じた日か
ら起算して３月以内の期間に、リハビリテー
ションを集中的に行った場合に算定

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 6円

訪問リハビリテーションを利用者に直接提供
する理学療法士、作業療法士のうち、勤続年
数７年以上の職員が１人以上いる場合、２０分
１回ごとに算定

※２０分の場合６円、４０分の場合１２円、
１時間の場合１８円

事業所の医師が利用者又はその家族
に説明し、利用者の同意を得た場合

リハビリマネジメント加算(イ)、（ロ）に加えて
算定

太陽訪問リハビリテーション　料金表

令和６年６月施行

①  利用料金＋②加算料金(必要な加算分)がお支払いいただく金額となります。詳しくは

訪問リハビリテーション担当者へお尋ねください。

負担割合

① 利用料金

基本料金

リハビリテーションマネジメント加算（イ）

３か月に１回以上リハビリテーション会議を開
催し、計画書を作成。計画書は、リハビリ職員
が利用者又は家族へ説明し同意を得る。専
門的な見地から他職種への指導、助言を行っ
た場合に算定 （1月に1回算定）

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
リハマネ加算（イ）の要件に加え、リハビリテー
ション計画書等の内容等の情報を厚生労働
省に提出した場合 （1月に1回算定）



６００円

１７円

③交通費について
実施地域内の場合は、無料です。

④キャンセル料について

サービス利用当日のキャンセルについては、利用者負担金のお支払いをお願いします。

但し、利用者の容態急変、緊急時のやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

連絡先（電話）０９６８-４６-６１１１ 担当：田中

移行支援加算
利用者へリハビリテーションを行い、利用者の
指定通所介護事業所等への移行等を支援し
た場合、達成状況により算定

実施地域以外の場合、実施地域から超えてご自宅までの距離により20円/1ｋｍで計算いたします。

退院時共同指導加算

訪問リハ事業所の医師又は理学療法士等が
退院前カンファレンスに参加し、退院時共同
指導を行った後に、ご利用者に対する初回の
訪問リハを行った場合に算定



１割 ２割 ３割

２９８円 ５９６円 ８９４円 ２０分１回の場合

５９６円 １,１９２円 １,７８８円 ４０分の場合

８９４円 １,７８８円 ２,６８２円 １時間の場合

②加算料金（※負担割合２割の場合は２倍、３割の場合は３倍となります）

200円

５０円

６００円

-３０円

③交通費について
実施地域内の場合は、無料です。

④キャンセル料について
サービス利用当日のキャンセルについては、利用者負担金のお支払いをお願いします。

但し、利用者の容態急変、緊急時のやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

連絡先（電話）０９６８-４６-６１１１ 担当：田中

太陽　介護予防訪問リハビリテーション　料金表

①  利用料金＋②加算料金(必要な加算分)がお支払いいただく金額となります。詳しくは

負担割合

① 利用料金

基本料金

短期集中リハビリテーション実施加算
退院（所）日、または認定の効力が生じた日か
ら起算して３月以内の期間に、リハビリテー
ションを集中的に行った場合に算定

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６円

口腔連携強化加算

実施地域以外の場合、実施地域から超えてご自宅までの距離により20円/1ｋｍで計算いたしま
す。

退院時共同指導加算

訪問リハ事業所の医師又は理学療法士等が
退院前カンファレンスに参加し、退院時共同
指導を行った後に、ご利用者に対する初回の
訪問リハを行った場合に算定

利用開始日の属する月から起算して
１２月を超えた期間に利用した場合

一回につき減算

訪問リハビリテーションを利用者に直接提供
する理学療法士、作業療法士のうち、勤続年
数７年以上の職員が１人以上いる場合、２０分
１回ごとに算定

※２０分の場合６円、４０分の場合１２円、
１時間の場合１８円

従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、
評価の結果を情報提供した場合に算定
（１月に１回に限る）

令和６年６月施行

訪問リハビリテーション担当者へお尋ねください。


